平成22年11月16日

多摩市長　阿部裕行　殿

多摩市学童クラブ連絡協議会

会長　安藤久美子

要 望 書
日ごろより学童クラブ事業にご尽力をいただき、ありがとうございます。

　国は子ども子育て新システムを打ち出し、社会全体で子育てをするしくみ作りを始めました。東京都は「小1の壁」打破のため、午後7以降までの受け入れなどを要件とした「都型学童クラブ」を提案し、補助金を用意しました。多摩市でも利用希望児童が増加傾向の学童クラブ事業について、様々な施策を考えていると伺いました。
　私たち多摩市学童クラブ連絡協議会は、よりよい学童クラブ事業実現のため、意見を吸い上げ要望書としてまとめました。また実際に利用するこどもの視点にたっての提案もさせていただきます。
　今後の学童事業を展開される際には、ご考慮いただきますようお願いいたします。

　それぞれの要望に対して、書面にて11月30日までにご回答をお願いいたします。

1． 民間委託について十分な説明と情報開示をしてください。

平成23年度4月から委託予定の3箇所の学童クラブで民間委託の説明会が開かれたのは、平成22年度一般会計補正予算において、「学童クラブの委託化の準備に要する経費」が議会で可決されてからでした。学童児の保護者を素通りして事業が進められているように思います。利用しているすべての保護者に民間委託の情報が行きわたるように説明を重ねる努力をしてください。また市の方針では5年間ですべての学童クラブを民間委託していくこととなっていますが、そのことについてすべての保護者が理解しているわけではありません。保護者が理解できるよう全部の学童クラブを対象とした説明会を開催してください。
2． 未就学児童においては、将来学童クラブを利用する可能性があるので、その保護者についても民間委託について周知をしてください。特に小学校入学案内が届く時には学童クラブについても在籍児童と同様の情報が受け取れるようにしてください。
3． 学童クラブ事業は、子どもの育ちを支える大事な事業です。市民が誰でも参加できるような民間委託についての説明会を開催してください。
4． すべての子どもたちにとって、安全に、楽しく過ごせる学童クラブにしていくために、施設や育成について、次のとおり要望します。

A) 待機児童の解消を一日も早く実現してください。

B) 障がい児（発達障がいを含む）など特別な支援を必要とする児童が安心して過ごせる環境整備を進めてください。

・継続して在籍しているなど条件を満たす児童の６年生までの受け入れをしてください。

・障がい特性に応じた育成ができるように、専門家との連携を図ってください。

・カウンセリングルームなど一時的に心を休ませるために、通常の育成スペースとは別に、　

部屋を確保してください。

・運営形態が変わっても今まで以上の障がい児童の受け入れをしてください。

C) 学童クラブを必要とする全ての子どもが徒歩で通える範囲の学童クラブに入所できるように施設の増設をしてください。

D) 国のガイドラインで定めた「40人程度の規模でひとりあたり1.65平米の面積」をすべての学童クラブで満たせるよう、施設の増設をしてください。

E) 71名以上の定員の大規模学童クラブは、分割を進め適正規模(ガイドラインでは40人程度)の学童クラブにしてください。

F) 学校統廃合の際には学校敷地内に学童クラブを新設してください。

G) 学童クラブの運営形態の変更や改修にあたって、受け入れ数(定員)が減らないよう、空き教室や児童館などの臨時的な利用を含めて措置をしてください。
H) 夏季休暇時の受け入れ事業を継続してください。

I) 登降所途中の安全について、特に近くの希望の学童クラブに入れず遠い学童クラブまで通わざるを得なくなってしまった子どもたちへの配慮（登降所の見守りなど）をしてください。
J) 学童クラブが学校等周辺施設と連携を取り合い、施設の利用ができるような働きかけを市として行ってください。（夏季休暇中の学校プール施設の利用、体育館、運動場および付帯施設の利用など）
5． 学童クラブが今後も継続的に現在の質を維持または向上していけるような運営をしてください。業務委託については、是非を含め、慎重に検討をしてください。また保護者の意見を反映してください。

A) 学童クラブの育成指針を作り、多摩市の育成の最低基準を作ってください。運営が民間委託された学童クラブにおいては、受託者によってそれぞれ特色のある育成になっていくと思いますが、多摩市として定めた最低基準の育成内容の上に特色ある育成があるようにしてください。また公設公営であっても、館長や地域によって特色ある育成になると思いますが同様に最低基準の上に特色ある育成があるようにしてください。

B) 多摩市が責任を持って、学童クラブの指導員の研修会を開いてください。またその研修会には、公営、民間の学童の指導員共に全員参加する形にしてください。

C) 公設公営の学童クラブを保持してください。

現場を持っていてこそ、多摩市の育成を示すことになると思います。

D) 都型学童クラブ導入に伴い、継続して同じ学童クラブに通えなくなる子どものために、臨時的な対処として、教室を使った預かり事業等を実施してください。

E) すでに民間委託がされている学童クラブの委託費については、運営に不自由がないよう設定してください。特に人件費につきましては、市の職員と同じ賃金表の同レベルの賃金を抽出してください。委託先職員の昇給を考慮し、委託費用については適時見直しをしてください。また人員についても、十分に配置できるように委託の仕様書を作成してください。
F) 定期的に、学童クラブ事業評価委員会を開催してください。そしてこの委員会の構成メンバーに多摩市学童クラブ連絡協議会の会員を入れてください。
G) 定期的に民間委託仕様書検討委員会を開いてください。そしてこの委員会の構成メンバーに多摩市学童クラブ連絡協議会の会員を入れてください。

H) 公営の学童クラブと民営の学童クラブの間でノウハウを共有し、サービスの向上を図ってください。

I) 学童クラブ事業の受託者と多摩市学童クラブ連絡協議会の懇談の場の設置をしてください。

J) 市長と多摩市学童クラブ連絡協議会の懇談の場の設置をしてください。

6． 学童クラブの職員には専門的な資格と適正な資質を持った人を配置してください。

A) 研修、勉強会への出席を奨励し、指導員のスキルアップを図ってください。
B) 市の職員に、児童厚生員、保育士など学童保育に専門家として関われる資格を持った専門職を採用してください。

C) 多様化する家庭や子どもの問題に対応できるカウンセラーを配置してください。
D) 近隣の大学と連携をはかり、大学が持っている育成に関する知識やマンパワーを学童クラブに活かす道を確立してください。
7． 学童クラブは保護者の監護に欠けるこどもを守る最前線のひとつ認識しています。

A) 子どもとその家族を支えることができる指導員を配置してください。

B) 虐待を敏感に察知し、子どもを守る体制を作ってください。

C) 子どもを見守る他の組織と連携をとる体制を作ってください。

D) 生活保護世帯や、就学援助世帯については育成料の免除をしてください。

8． 自治体として、国や東京都に対して予算の大幅な増額を要望してください。
9． 自治体として国に学童クラブに対する最低基準の設置とそれに伴う予算措置をするよう要望してください。
以上　







